
議

案

第

三

十

三

号 

 
 

 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

五

年

六

月

二

十

一

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

港

区

条

例

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す 

る

。 

 

第

十

条

第

二

項

第

一

号

中

「

）

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

（

双

方

又

は

い

ず

れ

か

一

方

が 

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

で

あ

り

、

互

い

を

人

生

の

パ

ー

ト

ナ

ー

と

し

て

、

相

互

の

人

権

を

尊

重

し

、

日

常

の

生

活 

に

お

い

て

継

続

的

に

協

力

し

合

う

こ

と

を

約

し

た

二

者

間

の

関

係

そ

の

他

の

婚

姻

関

係

に

相

当

す

る

と

任

命

権 

者

が

認

め

る

二

者

間

の

関

係

を

い

う

。

）

の

相

手

方

（

以

下

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

と

い

う 

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

掲

げ

る

額

」

を

「

定

め

る

額

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

一

条

の

三

第

一

項

第

二

号

中

「

（

配

偶

者

の

」

を

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

（

配

偶 

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

の

い

ず

れ

も

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

掲

げ

る

額

」

を

「

定 

 

。

）

」 



め

る

額

」

に

改

め

る

。 

 
第

十

二

条

の

二

第

一

項

及

び

第

二

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」 

を

加

え

る

。 

 
 

 

付 
則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

２ 

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

三

十

年

港

区

条

例

第

三

号

）

の

一

部 

 

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

付

則

第

十

一

項

中

「

引

き

続

き

」

の

下

に

「

、

配

偶

者

を

有

し

な

い

場

合

（

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る 

 

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

五

年

港

区

条

例

第 
 

号

）

の

施

行

の

日

以

後

に

あ

っ

て

は

、

配

偶 

 

者

及

び

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

（

双

方

又

は

い

ず

れ

か

一

方

が

性

的

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

で

あ

り

、

互

い

を

人 

 

生

の

パ

ー

ト

ナ

ー

と

し

て

、

相

互

の

人

権

を

尊

重

し

、

日

常

の

生

活

に

お

い

て

継

続

的

に

協

力

し

合

う

こ

と 

 

を

約

し

た

二

者

間

の

関

係

そ

の

他

の

婚

姻

関

係

に

相

当

す

る

と

任

命

権

者

が

認

め

る

二

者

間

の

関

係

を

い

う

。

 

 

の

相

手

方

（

以

下

「

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

と

い

う

。

）

の

い

ず

れ

も

有

し

な

い

場

合

）

で

、

 

 

か

つ

」

を

加

え

る

。 

 
 

付

則

第

十

二

項

中

「

が

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

加

え

る

。 

 

） 



 
 

付

則

第

十

四

項

中

「

配

偶

者

」

の

下

に

「

又

は

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

」

を

、

「

生

じ

た

日 

 
の

下

に

「

（

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

施

行

の

日

前

に

パ

ー

ト

ナ

ー

シ 

 

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

を

有

す

る

に

至

っ

た

場

合

は

、

同

日

）

」

を

加

え

る

。 

（

説 

明

） 

 

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ

プ

関

係

の

相

手

方

を

配

偶

者

と

同

等

に

取

り

扱

う

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。  

」 


